
関西防衛を支える会 組織及び運営要領 

 

関西防衛を支える会の事業目的を達成するため次の組織をおき運営する。なお各部役員は

連携して組織運営に努めるとともに、業務の中で後継者の育成に配慮する。 

 

１．事務局 

各部と連携し次の業務を行う 

１）役員人事の事務処理 

事務局長は役員の選任及び改選を各部長と調整を諮り、人事案を作成し会長に上

申する。 

２）年会費に関する事務処理 

①１、２、３月に入会した場合は、次年度会費に充当する。 

②会費が３年間未納の場合は、事前に通知し退会扱いとする。 

③財務部と連携し事務処理を行う。 

３）役員の後継者育成について各部長と連携して対処する。 

４）会務を掌理する。（理事会、常任理事会、定期総会、三役会議） 

５）会議の日程及び会場の設定は、常任理事会に諮り連絡案内する。 

（総務部と連携を諮る） 

６）会員と役員の名簿整理（増減及び変更は各部と連携する） 

７）会報の発信業務（各部と連携して行う） 

８）自衛隊との連絡交渉及び親交を図る。 

９）友好団体との連絡交渉及び親交を図る。 

１０）会報の配布及び広報活動（各部と連携） 

１１）ホームページ、ＳＮＳ、メーリングリスト等による広報活動 

 

２．総務部 

事務局と連携し次の業務を行う 

１）全般的な事務管理 

２）理事会・常任理事会の議事録を作成し関係者に配布する。 

３）定期総会資料の作成及び議事録を作成し関係者に配布する。 

４）定期総会時の講演会講師を選定（会長と調整を図る） 

５）定期総会の講演会講師との調整業務（日程・演題・講演料など） 

６）定期総会の来賓関係業務（招待状の作成、発送、名簿作成など） 

７）慶弔費の会計処理 



３．財務部 

事務局と連携し次の業務を行う。 

１）会計業務：口座及び現金管理（記帳・残高管理）・入金管理・支払業務 

２）決算業務：収支決算報告書の作成及び上下期決算書を作成 

３）定期総会業務：決算書作成及び年度収支決算報告書並びに次年度予算書を 

  作成・年度決算報告・次年度予算報告・総会に関する収支会計業務 

４）その他業務 

・事業部関係収支・会員の会費関係・年会費未納者対応 

・協賛企業会費・年会費振込・寄付金関係 

・会報広告代関係等の業務 

 

４．事業部 

事務局と連携し次の業務を行う。 

１）自衛隊行事等の見学研修旅行について計画立案及び運営。 

但し原則として年１回実施 

２）会員相互の親睦のための行事の計画立案及び運営 

３）事務局及び旅行業者との連絡調整業務 

４）必要に応じて研修部と連携し、中島サロン運営の補佐を行う。 

 

 ５．研修部 

   事務局と連携し次の業務を行う。 

１） 役員研修会（勉強会） 

但し原則として年１回実施 

２）歴史勉強会「中島サロン」その他研修会行事を計画立案及び運営 

３）日程と会場の設定（事務局・総務・財務・事業・編集部と連携） 

４）講師の選定（会長及び常任理事会と連携） 

５）講演の依頼（演題の打合せ、講演料はバランスを考慮し交渉） 

６）講演の記録（録画・記録・校正・確認） 

７）講師の送迎業務 

８）必要に応じて事業部と連携し、見学研修旅行に関する補佐を行う。 

 

  ６．編集部 

事務局と連携し次の業務を行う。 

１）会報「國の支え」を編集し概ね３ケ月毎に年３～４回発行 



２）会報の編集にあたっては、各部の意見を聴取し必要に応じ編集会議を開催する。 

３）掲載記事は、本会の年間行事を始め自衛隊行事など、本会の事業目的に合う記事

を掲載する。 

４）広告記事の募集並びに広告料の徴収 

５）掲載記事の執筆を依頼（執筆者と記事の校正・確認） 

６）記事の紙面割付け業務 

７）印刷の発注（印刷業者と連携） 

８）ゲラ刷りの校正は、会長、副会長、事務局長に依頼する。 

９）会報の印刷（印刷業者と連携） 

１０）発送先名簿の確認 

（発送の都度名簿の確認及び訂正について事務局長及び印刷業者と連携） 

１１）会報の発送（事務局長・各部長・印刷業者と） 

 

 

なお、事務局および各部には一般会員から担当を置くことができる。 

 

 

主な年間行事 

１． 理事会：必要に応じて開催する。 

２． 常任理事会：２ケ月毎に年６回開催（必要に応じて臨時常任理事会を開催）する。 

３． 定期総会：年１回防衛講和と同時開催する。 

４． 会報「國の支え」を年３回（原則として１月、５月、８月）発行する。 

５． 歴史勉強会「中島サロン」を年４回開催する。 

（原則として３ケ月に１回：３月、６月、９月、１２月） 

６． 役員研修会を年１回開催する。 

７． 研修旅行：本会の事業目的に適う見学・研修旅行を年１回開催する。 

８． 陸・海・空自衛隊の主催行事に参加・交流する。 

９． 友好団体の行事に参加し交流する。 

以上 


